
助成対象期間変更のお知らせ

２期制で公募を行っている「東京芸術文化創造発信助成 単年助成プログラム」と「芸術文化による社会支
援助成」の２プログラムは、平成３０年度（２０１８年度）から、助成対象期間（助成の対象となる活動を実
施する期間）が変更になります。

平成３０年度の助成プログラムの詳細、申請期間等については、
平成３０年１月中にアーツカウンシル東京のウェブサイトで発表予定です。

www.artscouncil-tokyo.jp

平成 31年（2019 年）平成 30年（2018 年） 平成 32年（2020 年）

東京芸術文化創造発信助成〈単年助成〉

芸術文化による社会支援助成

移行期として、平成３０年度第１期に限り、助成対象期間を15か月間とします。

15か月

平成３０年１０月１日から１２月３１日の３か月間に実施される事業は、平成３０年度
第２期の公募では申請できません。必ず、平成３０年度第１期に申請してください。
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